
 

 

 

２. インパクト測定・マネジメント（IMM）におけるロジックモデ

ル作成事例 
本項では、第 2 章 3 節「インパクト測定・マネジメント（IMM）の方法」において説明したロジックモデ

ルの作成事例を示す。IMM を実行するための具体的なイメージとして参考とされたい。 

主な該当インパクト 地域の課題 主体者※ 

1.地域資源の活性

化 

沖縄県石垣市における藻場の減少による生態系機能

の低下や地域漁業への悪影響 

沖縄セルラー、琉球銀

行、サンエー、東京海上

アセットマネジメント、東

京海上日動 沖縄支店 

2.持続可能な生活

環境の維持 

愛知県豊田市敷島地区中山間地域における、生活

基盤の維持の難しさ 

しきしまの家 

3.ウェルビーイング向

上 

東北地方を中心とした農業分野における慢性的な人

手不足や担い手の減少 

東日本旅客鉄道 

4.ネイチャーポジティ

ブ・気候変動抑制 

森林環境の劣化に伴い生態系サービスや防災機能の

低下、林業の停滞や次世代人材が地域と関わり続け

る機会の不足 

三重県尾鷲市 

5.災害レジリエンス

向上 

石川県能登地域における能登半島地震・能登半島

豪雨をきっかけとした過疎化・高齢化の顕在化 

日本航空 

※（株）等を省略して表記。 
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３．関連リンク集 
〇内閣府 企業版ふるさと納税 ポータルサイト 

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html 

〇総務省 地域活性化起業人 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-

gyousei/bunken_kaikaku/02gyosei08_03100070.html 

〇中小企業庁 地域課題解決事業推進（ゼブラ企業） 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/index.html 

〇インパクトスタートアップ協会 

https://impact-startup.or.jp/ 

〇農林水産業・食品産業に関する ESG 地域金融の促進 

https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/esg_finance.html 

126

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/bunken_kaikaku/02gyosei08_03100070.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/bunken_kaikaku/02gyosei08_03100070.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/index.html
https://impact-startup.or.jp/
https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/esg_finance.html


今後の継続検討事項 

農山漁村の課題解決に取り組むことで創出されるインパクトについては、令和６年

度「農山漁村における社会的インパクトに関する検討会」においてその意義等につい

てとりまとめ、それを踏まえ、令和７年度はインパクトの測定や証明といった論点に

ついて継続的に議論しつつ、 

・ 農山漁村の課題解決を通じてインパクトを創出し得る取組を全国で募集し、国に

おいて選定された取組と自治体等とのマッチングや伴走支援を進める「『農山漁村』

インパクト創出ソリューション実装プログラム」の実施

・ 社会的影響力の高い大企業による農山漁村の課題解決のための取組の普遍化に向

けた「大企業による農山漁村現場への人材派遣等の取組促進に係る検討会」の開催

・ 農山漁村の課題解決に向けた取組を行う企業等のインセンティブになるよう、そ

うした取組に対して国が証明を行う「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」

の創設 

・ 農山漁村に係る企業にとっての「リスクと機会」とインパクトとの関係性、イン

パクトの創出に向けた課題抽出の手法やＩＭＭプロセスについて、本ガイダンス上

での精緻化 

等を行った。 

今後、農山漁村におけるインパクト創出の考え方がさらに有効に活用されるよう、

来年度以降は、企業等の取組がインパクトの創出にまでつながっていることを国が証

明する制度の設計と、そのための伴走支援、といった以下の論点について、継続的に

検討を予定。 

○ 企業等の取組が農山漁村の課題解決に貢献しているだけでなく、インパクトの創

出にもつながっていることまでを証明する「インパクト証明書」の発行に向けた、

インパクトにつながるアウトカムやアウトプット、取組を実施する企業等が構築す

べき体制についての評価基準の整備 

○ 企業等がインパクトの測定やマネジメントを実際に行うことができ、取組によっ

て生まれる価値の可視化につなげていくことができるような、国がインパクトの可

視化について伴走支援を行う仕組みの構築 

○ 農山漁村の課題解決によって創出されるインパクトの考え方を課題解決に取り

組む企業等にとっての資本市場リターンにつなげていくことができるような手法

の検討や、こうしたインパクトの考え方の国内外への発信 

以上 
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